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介護職員等処遇改善加算について

※令和８年度改定あり
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１．介護職員等処遇改善加算の令和８年度改定概要

２．計画書の提出について

今回の改定により、これまで介護職員等処遇改善加算の対象外だった

居宅介護支援・介護予防支援も令和８年６月から算定可能となりました。

算定には要件がありますので、必ずご確認ください。
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２．計画書の提出について

４

▶令和８年度処遇改善加算計画書

▸ 提出期限 令和８年４月１５日

※加算新設事業所（訪問看護・リハ、居宅介護支援、介護予防支援）のみが

所属する法人で、６月以降から算定する場合は６月１５日。

▸ 様式 ２月下旬頃、国から示される予定。通知され次第、お知らせします。

▸ 提出先 伊勢崎市

今後のスケジュール



２．計画書の提出について
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▶体制届及び体制等状況一覧表

▸ 提出期限 ・令和８年４月又は５月分から処遇改善加算の区分に変更がある場合

→ 令和８年４月１５日

・令和８年６月分から加算新設事業所が新規算定する場合

→ 令和８年６月１５日

▸ 様式 【地域密着】別紙３－２ 及び 別紙１－３

【総合事業】別紙５０ 及び 別紙１－４

▸ 提出先 伊勢崎市

今後のスケジュール

算定区分に変わりがなければ

体制届・体制等状況一覧表の

提出は不要です！



２．計画書の提出について
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計画書の様式や、算定についての詳細は

２月下旬頃、国から示される予定です。

３月中旬頃までに市のホームページにも掲載予定ですので

その際はメールにてお知らせいたします。

～ おしまい ～


